
別紙 

 

宮野沢川 河川情報設計業務委託 業務内容 

 

１ 業務目的 

 本業務は、宮野沢川の想定最大規模の降雨による浸水想定区域に指定された中泊町

市街地において、住民の円滑かつ迅速な避難を促進するため、新たな水位観測所の設

置を計画するための資料として、水位計が受け持つ水位周知区間、基準水位の検討な

らびに、水位観測所設置位置を検討するものである。 

 

２ 業務対象範囲 

 別添図面参照 

 

３ 業務内容 

 本業務で実施する内容は下記のとおりであるが、実施にあたり疑義等が生じた場合

は速やかに調査職員と協議すること。 

 

３－１ 計画準備 

 本業務を速やかに遂行するために、業務全体の作業方針を立案するとともに、業務

計画書、業務工程表を作成し、業務計画準備を行う。 

 

３－２ 資料収集・整理 

 本業務の実施に必要な水理・水文データや最新の河道データ、工事図面等の基礎資

料を収集・整理する。 

 

３－３ 現地調査 

 収集・整理した資料（以下、収集資料とする）をもとに現地調査を行い、既往成果

以降の河道や地形の変化等の状況変化について確認する。併せて、新たな水位観測所

の設置候補となりうる地点周辺の河道状況等について現地調査を行う。 

 特に、河道について、収集資料と現況が著しく異なる場合は、速やかに調査職員に

報告すること。 

 

３－４ 水位周知区間の検討及び基準水位の検討 

（１）現況流下能力の算定 

過年度までに構築した不等流計算モデルについて現地調査による河道状況の精査を

行い、モデルの更新を行ったうえで流下能力を算定する。 



 

（２）基準観測所受け持ち区間の検討 

基準観測所の受け持ち区間について、沿川の状況や水理特性等を考慮して設定す

る。 

 

（３）基準水位の検討 

１）水位上昇速度の検討 

基準観測所の基準水位の検討にあたって必要となる観測所水位上昇速度を評価す

る。評価は「避難判断水位相当」、「氾濫注意水位相当」など、水位規模に応じてそれ

ぞれ評価する。 

 

２）危険水位の検討 

設定した基準観測所における氾濫危険水位、氾濫開始水位を検討する。検討方法は

「危険水位及び氾濫危険水位の設定要領」に従う。 

出

典：危険水位及び氾濫危険水位の設定要領 

（URL：http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/saigai/suii/） 

 

３）避難判断水位の検討 

水位周知区間の検討結果を考慮し、設定した基準観測所における避難判断水位を検

討する。検討方法は「洪水予報河川における避難判断水位の設定要領」に従う。 

出典：洪水予報河川における避難判断水位の設定要領 

（URL：http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/saigai/suii/） 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/saigai/suii/
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/saigai/suii/


 

４）水防警報基準水位の検討 

新たに設定した基準観測所を対象に、水防団出動の目安となる水防団待機水位・氾

濫注意水位を設定する。 

 

① 氾濫注意水位 

「河川砂防技術基準（維持管理編）」に示された以下①～⑤の考え方で氾濫注意水

位の目安値を算定する。目安値および実績の水防団出動頻度などを考慮して氾濫注

意水位を設定する。 

   出典：河川砂防技術基準 維持管理編H27.3改訂 P110 

 

② 水防団待機水位 

「河川砂防技術基準（維持管理編）」に示された以下①～④の考え方で水防団待機

水位の目安値を算定する。目安値および実績の水防団待機頻度などを考慮して水防

団待機水位を設定する。 

  氾濫 

  氾濫 

  氾濫 

  氾濫 



  出典：河川砂防技術基準 維持管理編H27.3改訂 P110 

 

３－５ 観測所位置の決定 

（１）設置可能地点の周辺状況と河川状況の整理 

机上検討や現地調査により水位観測所の新設候補地点について複数選定し、周辺の

河道状況や堤防整備状況、占用許可等の現地状況の確認結果について整理する。 

 

（２）水位計の設置位置の決定 

（１）で選定した水位観測所の新設候補地点より、新設目的や現地調査結果を踏ま

えた最適な1地点を設定し、その妥当性について整理する。なお、設置位置の決定にあ

たり青森県河川砂防情報提供システムへの通信シミュレーションやシステムの設計、

図面作成等は本業務では実施しないこととする。 

 

３－６ 報告書作成 

以上の成果を取りまとめ、報告書を作成する。 

以上 


